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現
在
の
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
」
の
有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
ま
で
で

す
。新
し
い
保
険
証
は
、７
月
下
旬
ま
で
に

簡
易
書
留
で
お
届
け
し
ま
す
。

　
古
い
保
険
証
は
８
月
１
日
以
降
ご
使
用

に
な
れ
ま
せ
ん
。
各
自
で
処
分
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
ま
た
、不
在
な
ど
で
、７
月
末
日
ま
で
に

保
険
証
が
届
か
な
い
場
合
は
、
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

　
長
寿
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る

人
に
、
保
険
料
に
関
す
る
通
知
を
７

月
中
旬
に
お
届
け
し
ま
す
。

　
送
付
す
る
通
知
書
に
詳
細
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、ご
確
認
の
上
、

不
明
な
点
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
６
月
29
日
以
降
に
被
保
険
者
に

な
っ
た
人
に
は
、
加
入
月
の
翌
月
に

送
付
し
ま
す
。

　
平
成
20
年
度
の
保
険
料
で
は
、
所

得
の
低
い
人
の
「
均
等
割
額
」
は
、
世

帯
の
所
得
水
準
に
よ
り
、
２
割
・
５

割
・
8.5
割
軽
減
と
な
っ
て
い
ま
し
た

が
、平
成
21
年
度
で
は
、新
た
に
９
割

軽
減
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。（
左
記
参

照
）

被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
を
お
届
け
し
ま
す

左
記
の
場
合
、
保
険
証
の
更
新
手
続
き

が
必
要
で
す

医
療
機
関
に
か
か
る
負
担
割
合

※お届けする新し
い「後期高齢者医
療被保険者証（保
険証）」の大きさ
は、約13㎝×約9㎝
の大きさに変更さ
れています。

　
医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
は
、
前
年
中

の
住
民
税
課
税
所
得
に
よ
り
判
定
さ
れ
、

１
割
負
担
と
３
割
負
担
（
現
役
並
み
所
得

者
）
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
負
担
割
合
は
　
お
届
け
す
る

保
険
証
に
記
載
し
て
い
る
「
一
部
負
担
金

の
割
合
」の
個
所
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、次

の
基
準
で
判
定
し
て
い
ま
す
。

保
険
料
の

　
　
　
納
入
通
知
書
等
を
送
付

保
険
料
の
軽
減

長
寿
（
後
期
高
齢
者
）
医
療
制
度
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
へ

●平成21年度の被保険者本人の住民税課税所得額が、145万円以上の人 

●同一世帯に、住民税課税所得額が、145万円以上の被保険者がいる人 

３割（現役並み所得者）負担の判定基準 

ただし住民税課税所得額が145万円以上でも、収入額（年金・給与など収入合計）
が下の基準に該当する人は、申請することにより「１割負担」になります。 

●同一世帯に被保険者が1人（収入383万円以上）で、70歳以上75歳未満の人がいる 
　　被保険者と70歳以上75歳未満の人全員の収入額合計…520万円未満 

●同一世帯に被保険者が1人　　 
　　被保険者の収入額…383万円未満 
●同一世帯に被保険者が2人以上いる 
　　被保険者全員の収入額合計…520万円未満 

保
険
料
に
つ
い
て

■
自
己
負
担
割
合
が
、
申
請
す

る
こ
と
に
よ
り
３
割
か
ら
１
割

に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人（
下

の
３
割
負
担
の
判
断
基
準
を
参

照
）
に
は
「
申
請
の
ご
案
内
」
を

送
付
し
ま
す
。

■
平
成
20
年
度
の
保
険
料
に
一
定

期
間
の
滞
納
が
あ
る
人
は
「
更
新

の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
し
、
窓
口

交
付
し
ま
す
。
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軽減割合 
（年間均等割額） 

世帯の被保険者と世帯主の所得の合計額 

33万円を超えない世帯で、被保険者全員が年収 
80万円以下（その他各種所得がない）の世帯 

9割軽減 

8.5割軽減 
（7,090円） 

33万円を超えない世帯 
（例）年金収入　夫167万円と妻70万円の 
　　　被保険者2人のとき 

167万円－120万円（公的年金控除） 
　　　　 ー15万円＝32万円（8.5割軽減） 

（4,727円） 

※

　
年
金
か
ら
保
険
料
を
天
引
き
し
て

い
る
人
で
、
口
座
振
替
で
の
支
払
い

に
変
更
を
希
望
す
る
人
は
、
年
金
か

ら
の
天
引
き
を
中
止
す
る
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
保
険
料
に
滞
納
が
あ
る

場
合
な
ど
は
、
口
座
振
替
に
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

年
金
天
引
き
か
ら

　
口
座
振
替
に
支
払
方
法
の

　
　
　
　
　
変
更
が
で
き
ま
す

　
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
は
、「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」（
減
額

認
定
証
）
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
入
院
時
に
こ
の
減
額
認
定
証
を
医
療
機

関
に
提
示
す
る
と
、
下
表
の
通
り
食
事
代

な
ど
が
減
額
さ
れ
、
医
療
機
関
で
の
窓
口

負
担
も
一
定
額
ま
で
に
な
り
ま
す
。

　
減
額
認
定
証
の
交
付
を
受
け
る
に
は
申

請
が
必
要
で
す
。
申
請
は
随
時
受
け
付
け

ま
す
。
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を

ご
持
参
の
上
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
減
額
認
定
証
は
申
請
を
行
っ
た

月
の
初
日
か
ら
有
効
と
な
り
ま
す
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
減
額
認
定
証
）
の
申
請
（
更
新
）

■
現
在
、
減
額
認
定
証
の
交
付
を

　
　
　
　
　
　
　
　
受
け
て
い
な
い
人

■
現
在
、
減
額
認
定
証
の
交
付
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
け
て
い
る
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
現
在
お
持
ち
の
減
額
認
定
証
の
有
効
期
限

は
、
７
月
31
日
ま
で
で
す
。
８
月
以
降
も
認

定
が
可
能
な
人
に
は
、７
月
中
旬
に
山
口
県

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら「
申
請
の

お
知
ら
せ
」
を
送
付
し
ま
す
。
必
ず
８
月
31

日
ま
で
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
場
所
　

　
市
民
課
高
齢
者
医
療
係

●
持
参
す
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　

①
同
封
の
申
請
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
（
保
険

　
証
）

③
平
成
20
年
度
の
減
額
認
定
証

（「
区
分
Ⅱ
」
の
減
額
認
定
証
を
お
持
ち
の

人
で
、
減
額
認
定
証
の
認
定
期
間
内
の
入

院
日
数
の
合
計
が
91
日
以
上
の
場
合
は
、

申
請
に
よ
り
、
食
事
代
が
さ
ら
に
減
額
さ

れ
ま
す
。
申
請
の
際
は
病
院
の
領
収
書
な

ど
、
入
院
日
数
の
確
認
で
き
る
書
類
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。）　

自己負担限度額 
　　（月額） 

食事代 
　（1食） 

療養病床入院の場合（※3） 
食事代（1食） 居住費（1日） 

認定証なし 44,400円 260円 460円（※4） 320円 

認定証 
　あり 

区分 
（※1） 

区分 
（※2） 

入院日数90日以下 

入院日数91日以上 

老齢福祉年金受給者以外 

老齢福祉年金受給者 

24,600円 

15,000円 

210円 210円 

210円 160円 

100円 

100円 100円 

130円 

320円 

320円 

320円 

0円 

※1   区分　：世帯全員が住民税非課税である世帯に属する人 
※2   区分　：世帯全員が住民税非課税であり、必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人 
※3   入院医療の必要性が高い人、回復期リハビリテーション病棟に入院している人などは、通常の食事代と同額 
        になります。（居住費はかかりません） 
※4  入院時生活療養（　）を算定する医療機関に入院する場合は420円となります。 
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問合せ 

※65歳以上の人の公的年金所得は、15万円を控除して判定します


